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＜凡例＞ 

• 黒太字：応募申請のプロセスや内容を理解する上で核となる重要事項 

• 青字：参考資料リンク 

• *：用語定義・補足説明が必要なポイントは、注釈を使用し、説明を記載 

 

             応募申請時のポイントや参考になる情報を記載します。 

 

！ 応募申請時の注意事項を記載します。 

 

 

 

 

 

 

！ 

外部支援者活用時の注意 

 ̧ 申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必

要があります。 

 ̧ 検討やブラッシュアップのために認定支援機関を含む外部支援者等の助言を受けることは差し

支えございませんが、必ず申請者自身で作成してください。作成自体を申請者以外が行うこ

とは認められず、発覚した場合は不採択・採択取消・交付決定取消となります。 

 ̧ 事業計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、悪質な業者等にご注意ください。 

＜不適切な行為の例＞ 

¶ 提供するサービスの内容とかい離した高額な成功報酬等を申請者に請求する。 

¶ 金額や条件が不透明な契約を締結する。中小企業等に対して強引な働きかけを行う。 

¶ 費用の水増しなど申請書に虚偽の内容の記載を教唆する、又は、作成支援者名を記

載しないように求める。 

¶ 事業計画書の確認に際し、認定支援機関が事業者への支援の一部又は全部を他者

に委託、外注する。 

 

  

特にご注意いただきたいこと 
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1. 新事業進出補助金の概要 

1-1. 補助金の目的 

中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押し

することで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを

目的とします。 

 

1-2. 補助対象者 

本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業実施場所を有する以下のいずれかの要件を満たすものに限

ります。また、補助対象者の要件は、本公募回の公募開始日において満たしている必要があります。 

 

    金・ 業      が、  の 字以 と
な   または  

中小企業者

 業     資本金    業 

3  3   業・  業・  業

       業

         
サービス業

 ẑ  ト  ア業・情報 理
サービス業・  業を く  

        小 業

   3 
 ム    業

 ẑ   又は  機用 イ 
及び ューブ  業・ 業用 ル

ト  業を く 

3  3 
  ト  ア業・

情報 理サービス業

           業

3  3  の他の業  上記以外 
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* 常勤 業 は、「中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154号）」上の「常時使用する 業 」をいい、「労働基準法（昭和 

22 年法律第49 号）」第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」となります。これには、日々雇い入れられる者、 

２か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に４か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は 

含まれません 

ẑ 業  が300 以下である者に限る

   合   の 合 
 企業 合、 業 合、事業   合、事業  小 合、
   合、   合 合   

Å中小企業等経 強 法の第２条第 項第 号 第 号に定める法 

3      
Å法  法の  第2に  する法 
 一   法 ・一 社 法 は、    法 に  しないものも対象  

Å法  法以外の法律により公 法 等とみなされる法 

   事 合  
Å 業  組合法に基づき  された 事組合法 

    者   合
Å労働者  組合法に基づき  された労働者  組合

 中小企業者
  に まれ 
 中小企業者 
以外の  
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    金が  の 字  、 業      が 
 の 字以 とな   または  

ẑ以下は、資本金が10   満である者に限る

   活   業 合、 活   業小 合、
 活   業 合 合 
ẑ 成 の2/3以上が、常時300    業の場合は400  以下の 業 を使
用する者

     合、   合 合 、   合中  、
   合、   合 合 、   合中  
ẑ 成 の2/3以上が、    業者の場合は常時 500 、    業者の
場合は300 、    業者の場合は 400 以下の 業 を使用する者

       合、     合 合 
ẑ 成 の2/3以上が、常時500 以下の 業 を使用する者

        合
ẑ 成 の2/3以上が、上記6に  する事業者か、または企業組合、  組合
である者

特定事業者
の 部

 業     資本金    業 

   

   

  業・  業・  業

     業

3  
サービス業

 ẑ  ト  ア業・情報 理
サービス業・  業を く  

3  小 業

    の他の業 

        
 中小企業 と  で交付申請を行う者 

ẑリース料を補助対象経費から 額して 付申請する場合

ẑ  申請する中小企業等と  イ ンス・リース取引を行う者に限る
 セール リース ック取引、または リース取引を行う場合を く  

ẑ大企業を含む

     

ẑ上 の
 中小企業者 
または
  中小企業者  に ま
れ  中小企業者 以外
の   に  しない者
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補助対象外事業者 

上記に  する者(※リース会社を く)であっても、下記に  する者は対象外となります。 

 

  

 本補助金の申請締切日を  にして    以 に以 の補助金に交
付 補者として採択された事業者、または申請   時 に いて以
 の補助金の交付決定を  て補助事業  中の事業者 *1   
後  

Å新事業進出補助金 本補助金 

Å事業   補助金 中小企業等事業    進補助金 

Å の くり補助金 ものづくり・ 業・サービス生産性向上 進事業  

なお、  の補助金に 時期に応募申請いただくことは  。ただし、 
 の補助金に採択された場合は、交付を   補助金を つだ  択
して、交付申請を行 てください。  の補助金を受 していたことが 
 した場合は、 付 定日が い の補助事業の 付 定を取り し、
補助金の  を求めます。

 事業   補助金において

 採択の取消を  た事業者

 交付決定の取消を  てい 事業者

  付  を受けているにも関 らず、  付の事業者

  事業   ・ 的       の提出対象となっているにも
関 らず、  出の事業者

     を受けているにも関 らず、   の事業者

 応募時 で 業  が  の事業者

 新   ・ 業   に たない事業者

  なし 企業 *2   後  

 公募開始時 で  3 または  の    の    が   
 を   中小企業者

 応募申請以 に補助対象者に  しなくな た事業者
ẑ補助事業実施期間  後に補助対象の資本金・ 業  を えた、またはみなし
大企業に  することとなった事業者は補助対象外にならない

    のない 意 体

   事業を行 ていない  

   費の大 を 的   ら てい   

    体・    

 申請時に  の  を申請した事業者

 補助対象者となることのみを目的として、  金の  は出 の   
 に   業 の を  してい と認められ 事業者

 補助金交付     または      が  られてい 事業者

   の補助金または 付金 に いて不 を行 た事業者

 公募開始日からの  5年間に、補助事業に関 する    が  
た事業者

    または    と  が  事業者

補助対象外
事業者
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*1 「新事業進出補助金」「事業   補助金」「ものづくり補助金」において、本補助金の「申請締切日を  に 16 か月以内に採択

された事業者」又は「申請締切日時 に補助事業実施中の事業者」について、2024/11/26 以 に事業   補助金、ものづくり

補助金に採択された事業者、また 2026/3/26 の締切時 で補助事業を実施している事業者は申請不 となります 

 

 

 

！ 

具体的な申請不 のケース 

 ̧ 事業   補助金の第 3回の採択者 

 ̧  の くり補助金の  次、  次の採択者（ただし、 補助金の申請   までに採択

発 が行われた場合は  次    次採択者 申請不可） 

 ̧ なお、上記以前の公募回の採択者においても、本補助金の申請締切日において、事故等報

告による補助事業実施期間が延長された事業者など、    /3/  時 で事業  中の

事業者は申請不可 

 

！ 

 時期の以下の  補助金への応募申請 

 ̧   の補助金に 時期に応募申請いただくことは可能。ただし、以 の  の補助金に採

択された場合は、交付を   補助金を  つだ  択して、交付申請を行 てください。 

 の補助金を 領していたことが発覚した場合は、交付決定 が遅い方の補助事業の交

付決定を取り消し、補助金の  を求めます。 

• 新事業進出補助金  補助金  

• 事業   補助金 中小企業 事業   促進補助金  

•  の くり補助金  の くり・ 業・サ ビ   性向上促進事業  

 

    /3/      /  /  

    

申請締切日から16か月以内に
対象補助金に

 採択 された場合は申請不可

申請締切日時 に以下補助金にて
 補助事業  中 の場合は

申請不可

対象補助金の

補助事業  期 
対象補助金に

採択

本補助金の

申請   
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10 

 

*2 以下に  する中小企業者等は大企業とみなし、補助対象外となります 

 

 

  

「 行   の  」または
「出資価 の 額」の

 / 以上を
  の 企業が  

「 行   の  」または
「出資価 の 額」の

 /3以上を
 企業が  

「    」の

 / 以上を 企業の
  または  を
  てい 者が め 

「 行   の  」または
「出資価 の 額」を

 に  す 
中小企業者が  

「    」の

す てを  に
  す 中小企業者の
  または  を
  てい 者が め 

「 行   の  」または
「出資価 の 額」の

 / 以上を
 に  す 

中小企業者が  

 

3

 

 

 

 

 なし 企業
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1-3. 補助金 と補助率 

補助金額は 業  ごとに以下のとおりで、補助率は「1/2」です。 

 
 

※ 応募申請時 や事業実施期間に限って、資本金の 資や 業  の削 を行い、事業実施期間  後に、

 度、資本金の増資や 業  の増 を行うなど、専ら本補助金の対象事業者となることを目的として、資本

金、 業  、  保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時 に遡って本補助金の補助対象

外となる場合があります。 

  

補助金 

補助金額    
 業  
   

 例*上限下限

3         

   

 20

          21 50

          51 100

          101 

*大 な 上 による補助上限額引上 の 例  の適用を受ける事業者の場合

 / 補助率
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1-4. 補助事業の  期  

補助事業の実施期間は、 付 定日から14か月以内か、補助事業完 期限 採択  日から16か月後 までの、

いずれか短い になります。 

 
 

  

交付決定      以 
（ẑ採択  日から16か月以内）

補助事業の
  期 

Å補助事業  期  に、契約  注 、 入、検 、支 および補助
事業実 報告書の提出等のす ての  きが  す 必要があります。

Å補助事業実施期間の  は  認められま  。

Å交付決定 に   発注 した  は補助対象になりま  。

Å交付申請の 出が遅くな  、補助事業  期 が くなります。採
択された事業者は やかに 付申請してください。

注意事 

採択
  日

 付
申請日

 付
 定日

補助事業
完 期限

補助事業  期 
 14か月以内 

  期 
 採択  日から16か月以内 

採択
  日

補助事業
完 期限

 付申請が れた場合の

補助事業  期 

補助事業  期 

 付
申請日

 付
 定日

 付
申請日

 付
 定日

  期 が
 くなります
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1-5. 補助対象   

！ 

 ̧ 補助事業により取 した  については、 付規程等に基づき処  補助金の交付の目的

に す 使用、譲渡、交換、貸付、担保に供す 処 、廃棄  に制 が されます。 

 ̧ 処 す 場合、残存簿価相 額又は譲渡額等により、  処 制   に  補助金 

を  に 付しな ればなりま  のでご注意ください。 

 

！ 

 ̧  械装 ・シ テム   または建物 が補助対象  に まれてい ことが必要です。 

 ̧   性の支出と認められ ような支出が補助対象  の 半を め ような場合には、 

本補助金の支援対象にはなりま  。 

 ̧ 採択されたことを  て応募時に計上してい   がす て補助対象として認められ  

訳では りま  。 付審査時に以下の経費区分に  しないと判断される経費を 

計上されている場合は補助対象外となります。 

 

1-5-1. 対象  の区  

 
 

  

補助対象  

建物 
    費を含む 

 械装 ・シ テム   
 リース料を含む 

        

外注  的       

   ドサ ビ  用      

    ・  促進 

ẑいずれ を  必要 り
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1-5-2.  械装 ・シ テム    

 
 

  

専ら補助事業のために使用される

  械  装  、        、    、
  用      ・  シ テム  

·対象となる  の以下が補助対象経費として申請  

·º改 、 付、  ºに要する経費は、º 入、 作・  、 用ºと
一体で行う場合に限り、補助対象経費として計上  

 械装 ・
シ テム   

Å  

Å 作・  

Å 用

Å  

Å 付 

Å  

 「  」、「  機」、「  及び  具」

 リースの契約期間が補助対象実施期間を える 入費

 既存の機   ・システム等の なる き えに る経費

 機   等は 価10   満   き の  

   ・ ン ルする  ・試作 ・サンプル ・予  の 入費

   や ン ルを目的とした  ・  等の生産・ 達に る経費

  用性があり、目的外使用になり るものの 入費・ ン ル費
 例：事務用の   ン、プリン 、 書作成  ト  ア、 ブ ット  、ス ート  ン、
 ジ ル 合機、  ラ、書 、 具 電及び  報酬・  報酬を受ける事業に使
用し るもの等 

 3者以上の   の  を ている中  流通事業者から相  もり

を取 していない中   

 事業にかかる 社の 件費

 補助事業の  等に る  ブサイトに る経費 ẑ「 告  ・   
進費」に含める 等

補助対象外
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1-5-3. 建物  

 
 

1-5-4.     

 

 

専ら補助事業のために使用される

      、 加    、      、      、
 作業場 、  の 事業  に必要な建物 、

 建物に付 す   物 

対象の  に対する以下が補助対象経費として申請  

建物 
   物 を   

   の なる 入や  

 入 または相  もりを取 していない

 不 産  等への 用
 ẑ不 産  等に 用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相 額を国 
に  いただく必要があります  

 「  」のみ、または「  に付 する   」のみ
 ẑ必ず  の  ・改 に る経費が計上されている必要があります  
 ẑ「  に付 する   」の対象となる   は、計上する  に  または  
しており、一体的に使用されるものであることが必要です  

 新事業進出とは関 のない費用 等

補助対象外

Å建 ・  Å  

     、   ・     

   

  入する機   等の  料  ẑ「機   ・システム費」に含める 
等

補助対象外
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1-5-5.       

 
 

1-5-6.  的         

 
 

補助事業 行のために必要な

  的    の    
     

    入費、外注費、専  経費の支出先に 一の事業者 みなし 
一事業者を含む が含まれている場合 等補助対象外

補助事業の開 成果の事業 にあたり必要となる
   等の 的 産 等の取 に要する

    の   行 用 、
 外 特 出 のための 訳  、
     認 の取 に     等

 的    
    

 補助事業の成果に る 明等でないもの

 補助事業実施期間内に出   きを完 していないもの

 日本の   に 付する  料等

   査定に対する審判請求または  を行う場合に要する費用 等

補助対象外
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1-5-7. 外注  

 
 

1-5-8.       

 
 

補助事業 行のために必要な

    、加   計 の外注 請 ・      
ẑ外注先との書面契約が必要 です

外注 

 機   等の 作外注費  ẑ「機   ・システム費」に含める 

 専  経費・   入費に  する経費

    入費、外注費、専  経費の支出先に 一の事業者 みなし 
一事業者を含む が含まれている場合

 外注先が機   等の  やシステム等を 入する費用

 外部に  ・ ン ルするための 産 の加 を外注する費用

 申請者  が行う き  きの 行 等

補助対象外

Ṯ ṯ
  Ṿ

補助事業 行のために必要な専  に支  れる

   サ テ     、    等

     

    入費、外注費、専  経費の支出先に 一の事業者 みなし 
一事業者を含む が含まれている場合 等補助対象外

 金 価上限
  /日 

専  

  大 教 、   、 理 、公認会計 、  

   教 、   、中小企業 断 、   ー   ー 

  上記以外

ẑ「 費」は事務 が定める「補助事業の 費支 に関する基準」に準じます。

Ṯ ṯ
   



18 

 

1-5-9.    ドサ ビ  用  

 

 

1-5-10.     ・  促進  

 
 

  

専ら補助事業のために使用される
クラ  サービスや   プラット  ーム等の

 サ   の領 を り  用 、
 サ   上のサ ビ を 用す  用 、

クラ  サービス 用に付 する

    使用 ・   イ    ・    等

   ドサ ビ 
 用 

  社の他事業と 有する場合

 サー ー 入費、サー ー 体の ン ル費等

    ン・ ブ ット  ・ス ート  ン等の本体費用

 補助事業実施期間を えて契約している分の 分額 等

補助対象外

 

補助事業で開 又は提供する  ・サービスに必要な

          、  、    の作成  、
   の 体    、    出   等

ẑ 付 定後の 注・契約が前提となります。

ẑ相  書および価 の  性が確認できる  の提出が必要です。

    ・
  促進 

 補助事業以外の 社の  ・サービス等の 告

 会社全体の   告

 事業実施期間外に使用・ 載される 告、実施される  会

  ーケテ ン  場 査

  像 作における  体や  （   等を含む）の 入に る関
 経費

補助対象外

Ṯ ṯ
טּ 

︣

ệṾ קּ 
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1-5-11.  の の補助対象外   

 
 

             
公募要 から一部を 粋して記載しています。補助対象か迷うものがある場合は、公募要  ※リ

ンク集参照 の「6-2. 補助対象外となる経費」をご確認ください。 

 

  

 既存事業に 用する等、専ら補助事業のために使用されると認められな
い経費
ẑ「専ら補助事業に使用」 とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されてい
る事業にのみ使用することを しています。
ẑ目的外使用が  した場合、残存簿価相 額等を  いただきます。

  用性があり、目的外使用になり るものの 入費・ ン ル費
 例：事務用の   ン、プリン 、 書作成  ト  ア、 ブ ット  、ス ート  ン、
 ジ ル 合機、  ラ、書 、 具 電及び  報酬・  報酬を受ける事業に使
用し るもの等 

    等の金 

   保 料

  生    ル ーの 電を行うための 電  及び    と一体
不 分の    
 例：    電を行うための ーラー  ルなど  
ẑ   ・   に関 して 電を行っている場合、関 費用は一切補助対象外となります。
 電を行 ない事業において、    等で法 上義務付けられている等、補助事業実施
に必要不  と判断される場合においてのみ、 電 は補助対象となります。

 国が目的を 定して支出する他の 度により既に受 の対象となってい

る経費
 例：補助金、委託費、公的  保 ・  保 からの  報酬・  報酬、 定
価  取 度等 
ẑ間 ・  を問 ない
ẑ「国」には  行 法 等を含む

 事業者が行う き  きの 行費用

 申請者と 一の  者・  が含まれている事業者、みなし 一事業
者、資本関 がある事業者への支 い ẑ

  一事業者の部 間の支 い
ẑ機   等の社内 注、社内  についても、 一事業者内における支 とみなし
て対象外
ẑ し、 社により機   やシステムを 作・  する場合の部 の 入に要する
経費は「機   ・システム  費」となります

 経 産業 または中小機 から補助金 付等    または 名 
   が じられている事業者への支 い
ẑ    期間外に 注した場合を く

 上記の か、 場価 とかい離しているものや公的な資金の用 として社
会通 上、不適切と認められる経費 等

補助対象外
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1-6. 補助対象事業の要件 

中小企業等が、以下の要件を満たす 3 5年の事業計画に取り組むことが必要です。 

1. 新事業進出要件 

2. 付加価値額要件 

3.  上 要件 

4. 事業場内最 水準要件 

5. ワークライ  ランス要件 

6. 金融機関要件 

7.  上  例要件   上  例の適用を受ける場合の追加要件  

 

1-6-1. 新事業進出要件 

新事業進出 針に す「新事業進出」の定義に  するよう、以下の要件① ③をす て満たす必要があります。 

 

             
新事業進出要件の  は、「新事業進出 針」、「新事業進出 針の 引き」をご確認ください。 

 ※リンク集参照  

 

  

新規事業

 上高

   
の新規性

市場
の新規性*2

  する  、提供する  ・サービス等が

新 性を す   

*1 事業を行う中小企業等にとって、事業により  等する
  等が、新規性を有するものであること

  する  、提供する  ・サービスの する 場が

新たな市場 3で  
*3 事業を行う中小企業等にとって、既存事業において対象となっていなかった
 ー ・ 性 法    、業 、行  性等  を持つ   を対象とする 場

または

新たな  の 上高が

  上高の   以上    付加価値 の   以上

  の事業年度 上高が10  以上かつ新規事業を行う部 の
 上高が3  以上の場合、新規事業の 上高が  事業部 の

 上高の   以上    付加価値 の   以上

 

 

3

*2 「 場の新規性」は補助対象事業の要件であり、後 の審査項目「新 場性」とは異なる
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   の新 性要件の非  例 

以下に  する事業は、「  等の新規性」要件を満たさないと考えられます。 

 

  

 既存の  等の   または 供 を  させる場合
例：   部 を  している事業者が に既存部 の   を増やす場合

   に  していた  等を   等する場合
例：  に一度  していた   部 と じ部 を び  する場合

  に既存の  等の  方 を  する場合
例： 料 を  する事業者が、これまで 作業で  していたものを、 程を ジ 
ル し機 で  する場合

   等の性 が定 的に計 できる場合に、
 の性能が 意に な とは認められない場合
例：  体部 を  している事業者が、  から  していた  体部 と性 に
差のない部 を  する場合

  等の
新規性要件の

非  例

     

既存部 

   

  に  
していた部 

 作業

  方   

 ジ ル 

  性能

ὀ
    新  
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   の新 性要件の低評価にな 例 

中小企業による大胆な新事業進出を支援する観 から、以下のような事例は相対的に評価が低くなる場合があります。 

 
 

  

Ẏ事業者の事業実 に照らして  に   が可能な新  等を  
等する場合
例：   部 を  している事業者が、容 に  が  なロ ット用部 を  
する場合

Ẏ既存の  等に  な  を加えた新  等を  等する場合
例：   部 を  している事業者が、既存の部 に  な改変を加えてロ ット
用部 を  する場合

Ẏ既存の  等を に  合わ て新  等を  等する場合
例：   部 を  している事業者が、既存  である２つの部 を に組み合
 せたロ ット用部 を  する場合

  等の
新規性要件の

低評価にな 例

  に  可能

   部 ロ ット用部 

  な  

   部 ロ ット用部 

 な   合わ 

   部 ロ ット用部 
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市場の新 性要件の非  例 

以下に  する事業は、   が変 らず 場の新規性要件を満たさないと考えられます。 

  

 既存の  等と対象とする市場が  である場合
 既存の  等の 要が、新  等の 要で  され 場合 
例1：アイスクリームを提供していた事業者が、新たにかき を  するが、  に  
の  がアイスクリームの  りにかき を 入することが 定される場合

例2：   部 を  する事業者が、取引先の要請に応じてより小  した部 を
  する場合

 既存の  等の市場の 部の を対象とするものである場合
例：アイスクリームを提供している事業者が、  ラアイスクリームに  して提供するが、
  に  の  の一部が新たに提供する  ラアイスクリームを 入することが 定さ
れる場合

 既存の  等が対象であって、 に  が な  のである場合
例：  前でアイスクリームを提供している事業者が、   前でアイスクリームを提供する
場合

 場の
新規性要件の

非  例

アイスクリーム かき 

  市場

ὀ

    

小      

アイスクリーム     に特 

市場の 部の 対象

  前   前

 に  が な 
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1-6-2. 付加価値 要件 

補助事業実施期間の  時 が含まれる 申請者における  算年度の付加価値額が、年平均成長率の比較基準

となります。 

 

 

  

付加価値 
補助事業  後   年の事業計画期間において

付加価値額*1 又は 業 一  たり付加価値額 の年平均成長率*2が

     以上

*1 付加価値額： 業  、 件費、 価  費を足したもの
*2 年平均成長率は  計算により算出
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1-6-3. 賃上げ要件 

補助事業実施期間の  時 が含まれる事業年度の一  たり 与支  額及び 与支  額が、年平均成

長率の比較基準となります。 

 

 

  

Å 業  に対して 定した目 値の  がされていな  た場合、 
付 定を取り し、補助金  の  を求めます。

Å補助事業  後3 5年の事業計画期間最 年度において、   た
り  支   目 値 よ   支   目 値のいずれの目 
値  成できな  た場合、補助金交付 に 成 合いの高い方の
目 値の  成率を  た の  を求めます。
ẑ付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として 3 5年の事業計画期間の  
 が 業   字の場合や、  など事業者の責めに  ない理 がある場合は、
上記の補助金の一部  を求めません 。

賃上げ

補助事業  後3 5年の事業計画期間において

または

1 あたり 与支  額*1の年平均成長率が、
事業実施    における

 低賃金の     の   成 率   以上

 与支  額の年平均成長率が

     以上

  要件 補助金  の  方 計算  

補助金
   

補助金
交付   1-

事業計画期間最 年度における
 1  たり  与支  額*の

   成 率   

 1  たり  与支  額*の

目 値   

  

* 「 与支  額」と「 1  たりの 与支  額」のう 、達成度合いの高い 
 0または イ ス成長の場合は全額   

ẑ要件の達成  確認のため、事業   報告時に「 算書」・「 金  」の提出が
必要です。

*1 算出に含める 業 は、基準年度及び の算出対象となる 事業年度において、
全月分の 与等の支 を受けた 業 とします。中 採用や  等で全月分の
 与等の支 を受けていない 業 及び時短勤務を行っている 業 については、
全月分の 与等の支 を受けていない事業年度に限り、算出の対象から いてください。

*2 年平均成長率は  計算により算出

ただし、 募要領      3 賃上げ要件 の    に  の り 、
応募申請時 では、上 の 方を たす目 値を 定す 必要が ります。
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1-6-4. 事業場  賃水準要件 

 
 

1-6-5. ワ   イ     要件 

 
 

             

 ̧ 応募申請前に、「  支援のひろば」に策定した、申請締切日時 で有効な一 事業主行

 計画を公 してください。 

 ̧ 計画の策定から公 まで、システム上の反 に 1 2 週間を要します。公 申請の審査 程

で不 が  する場合もありますので、２週間以上の余裕をもって公 申請を行ってくださ

い。 

 

  

事業場 
 賃水準

事業場内最低 金が   最低 金の

 3  以上水準
ẑ  の事業実施場所がある場合は、主たる事業実施場所を 択

  要件

Å補助事業  後3 5年の事業計画期間中、 年の事業   報告
提出時 において、事業場  低賃金が事業場  低賃金 準値
以上にな ていな  た場合、補助金交付 を事業計 期 の  で
 した の  を求めます。
ẑ付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として  事業年度の 業   字
の場合や、  など事業者の責めに  ない理 がある場合は、上記の補助金の一部
  を求めません。

補助金  の  方 計算  

補助金
   補助金交付 

事業計 期 の   年 
 

ẑ要件の達成  確認のため、事業   報告時に「 金  」等の提出が必要です。

ワ   イ 
    

    成支援対策 進法に基づく

  事業 行 計 の  

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
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1-6-6. 金融  要件 

 
 

             

 ̧ 金融機関等から資金提供を受ける場合は、「金融機関による確認書」を提出してください。 

 ̧ 「金融機関による確認書」は、本補助金ホームページの資料ダ ンロー ページ ※リンク集参

照 から様 をダ ンロー してご 用ください。 

 

1-6-7. 賃上げ特例要件 

補助事業実施期間の  時 が含まれる事業年度の 与支  額が、年平均成長率の比較基準となります。 

 

 

  

金融  
 金融機関等から資金提供を受ける場合 

資金提供 の金融機関等から

事業計 の 認を  てい こと

賃上げ
特例

補助事業  後3 5年の事業期間において

 つ

 与支  額を

        以上
  賃上げ要件 の     ら に 3    

事業場内最低 金を

      以上
  事業場  賃水準要件 の3   ら に     

  要件

Å上 いずれ  方で 要件を 成できな  た場合、補助金 付額の
う 賃上げ特例の 用によ 補助上   上げ の  の  を求
めます。

補助金  の  方 計算  

補助金
     き上げ の

補助金交付 

補助金 付額

ẑ要件の達成  確認のため、事業   報告時に「 算書」・「 金  」の提出が
必要です。
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1-7.  募 ケジュ   

第 3回公募のスケジュールは以下のとおりです。 

 
 

 

  

 募  
（公募要 公開）

    /  / 3    

申請 付     / /     

応募      /3/           

補助金 付
 補者の

採択発 
    /   予定 

応募申請方 
  申請の の受付

ẑ書面   での申請は不 
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1-8. 注意事  

1-8-1. 補助事業者の義務 

本補助金の 付 定を受けようとする者及び受けた者は、以下の条件等を守らなければなりません。 

 
 

補助金交付 補者

採択  

交付申請 

   への 加義務

Å本補助金に補助金 付 補者として採択された事業者は、事務局が
  す    に 加しな ればなりま  。

交付決定 の事業  の  

Å 付 定前に、事業譲渡、会社分割等により、交付申請を行う  を
 者に  す ことはい な   に いて 認められま  。

交付決定 の計   の  

Å 付 定前に、採択された事業計 を  することはいかなる理 にお
いても認められま  。

説明会に参加しない場合

自 的に採択は  

 付 定前の

事業  の  
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交付申請 

交付決定

（1/2）

   な交付申請の  

Å  付申請は、  、採択発  （補助金交付 補者決定 ） ら
   以 に  してください。

Å 付申請時 で事業実施スケジュールどおりに進 していない場合、遅
 の  、事業  可能性等を確認させていただきます。

交付決定 の決定

Å補助金 付 補者として採択された場合であっても、応募申請時に計

上した  がす て補助対象にな とは りま  。計上された経費が
補助対象外であると判断されるときは、交付決定 が  または、  
対象外となる場合があります。

採択
  日

 付
申請期限

2 月以内に 付申請がない場合
採択取消

交付申請期 
 2 月 

事業の 行が  であると判断される場合は
採択取消を行う場合  ります

  付 定額は、補助金交付 補者の採択時 の補
助金申請 を上回 ことはできません

  付 定額の 額により、補助金 が補助   

       を 回 こととな た場合は、採択取消と
なります。全額対象外となった場合も 様です。

 応募申請時に計上していない経費を、交付申請時に
新たに計上す ことはできません
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交付申請 

交付決定

（2/2）

価 の  性の 認

Å 付申請  きの際には、補助事業における契約（ 注）先の 定に
あたって、  の   りを取 し、 の中で 低価 を  した者を
 定してください。

Å以下の場合、補助対象経費として認めません。

Å 付申請の際、 費 等 入   額を  して  してください。

̞ 補助事業者が  事業者（  事業者及び    事業者以外）の場
合、補助事業に る   入に い、 費 及び   費 の 付金と補
助金 付が重 しないよう、   入の際の 費 及び   費 相 額
は、  としてあらかじめ補助対象経費から 額しておくこととします。この 費
 及び   費 相 額を「 費 等 入   額」といいます。

事   の  

Å補助対象経費は、補助事業者  が、補助事業  期  に補助

事業のために支 いを行 たことを 認でき  のに限ります。

 件あたりの  額の合計が 50  （  き）以上になる場合

 者以上の   件によ    りを取 す ことが必要

Å事業計画に対して  な  が  まれているとき

Å価 の  性について  な  が されない経費があるとき

Å本補助金の目的や事業計画に対して不  と  られ   

が  まれているとき

採択
  日

 付
申請日

 付
 定日

補助事業
完 期限

 付 定より前に補助事業に る  
の 入や 務の提供に る契約  注 
等した経費は、補助対象になりま  

 ペー ー ン  ー

   実 が全くない業者

 金融機関確認書を 行
した金融機関

 事業計画書作成支援者申請者

   り
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補助事業

  期 

（1/2）

補助事業  期 の  

Å 付 定日から14か月以内（ただし、補助金 付 補者の採択  
日から16か月後の日まで）に、  （発注）、  、  、支   
補助事業     の 出 のす ての  きを  してください。

交付決定 の   への注意

Å 付 定後、補助事業  場 を
  す ことは  として認められま  。

Å 付 定後、以下の場合には事 に事務局の 認を てください。

Å応募申請日から補助事業完 までの間に、 主または  の変更により、
みなし大企業又は  に本補助金の 付 定を受けている事業者のみ
なし 一事業者に  することとなった場合は、  補助事業者の交付
決定を取り消します。

補助事業を に  さ た場合

Å補助事業を他に  させた場合、実 報告等に必要となる請求書や 
 書等の  等についても、  者（   ）の事業者 で作成して
ください。  日以 に 生した支 等の  が   の事業者 で
作成されてい 場合は補助対象外となります。  事業 者が   
す 場合 事業  に たります。

Å補助事業を他に  させた場合、  者（  先）及び   者
（   ）ともに、 れ れ 回採択  交付決定を受けたものとして
取り います。

採択
  日

 付
申請日

 付
 定日

補助事業
完 期限

補助事業  期 
 14か月以内 

  期 
 採択  日から16か月以内 

補助事業実施期間の  は  認められま  
ẑ  など補助事業者の責任によらない事 により、期間内に事業を完 できない場合、

実施期間の延長が認められる場合があります。

Å補助事業の  の   しくは  を  しようとする場合
Å補助事業を中 、廃  しくは に  させようとする場合
̞   事業主が法  することにより、  補助事業を法 で行う場合を含む

  日以 は、

  者（   ）が補助事業者
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補助事業

  期 

（2/2）

補助事業の   体

Å補助事業は、 付 定を受けた補助事業者自身が実施する必要があり
ます。

支 い

Å補助対象経費に関するす ての支 いは、 行  の  で 認を行
います。      や      などの  サービスは 行  とみなされませ
ん。外国通 の場合は、支    の   値で 換 します。

Å   いを行う場合には、 の支 いのす てを補助事業  期  
に  してください。

Å支 いは  補助事業者自身が行う必要があります。ただし、やむを 
ない事情により、補助事業者以外の者が   いをする場合、補助事
業者 ら   いを行 た者への       いを行 た者 ら発
注 への支 いのいずれ が、補助事業  期  に  している必
要があります。

子会社等が補助事業を実施することは
認められま  。

補助事業により取 した 産は、
補助事業者自身が   を す 

必要があります
   

      

補助事業実施期間内に
完 されていない支 いがある場合

    に まれ 
 ての  が補助対象外となります

 対象外の支 い方  
Å 金 い
Å他の取引との相 による支 い
Å 引き い
Å  による支 い（ /   を含む）
Å  の 書譲渡
Å小切 
Å  ク リン （  譲渡）による支 い

 
 



34 

 

 
 

     

 の 定

 1/2 

    期 の  

Å補助事業を完 したときは、 の日から 算して3    は補助事業
  期  のいずれ  い までに補助事業     を 出してく
ださい。

補助事業  の定義

Å補助事業の完 とは、  、応募申請時に提出した事業計画のスケ
ジュールどおりに事業が進 していることを します。

    の  

Å補助事業が適切に実施されていることを確認するため、  事務 が 
   を行います。実 検査では、必ず   の  に い、  に
  してください。   な理 なく  を  する場合は交付決定を
取消します。 

保 への加 義務

Å以下の条件を満たす保 又は  へ加入してください。補助事業者 
 が、実 報告時に、保 ・  への加 を す  を 出し、補助
対象物件に対して  に付保がなされてい ことを 明してください。

補助事業実施期間 3  以 

期限までに補助事業実 報告書が提出されなかった場合

交付決定を取り消します

 付
 定日

補助事業
完 日

補助事業
  期 

     
 出期 

Å事業計 期   までの を補 すること
Å補助事業により建 した建物 の   は  を
対象とすること

Å申請した補助金の補助率以上の付保 合を満たすこと
Å 水 を含む自   によ   を補 すること

取  産や 簿 の確認ができない場合

     に  金 は補助対象とはなりま  

 に  の  や  の 入が完 しただけでは、

補助事業の  とは なしま  。
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 の 定

 2/2 

補助事業に    

Å補助事業者は、「中小企業の会計に関する基本要 」又は「中小企業
の会計に関する 針」に った  性の  計    の作成  活

用に めてください。

Å補助金は経理上、支 を受けた事業年度における 入として計上するも
のであり、    の  対象となります。

Å本補助金のう 、 定資産の取 に てるための補助金については、 

   が認められます。

 
 支の事実を明確にした    を  し、

補助金を  した  の      保 してください

事業計 期 
（事業   
  期 ）

（1/3）

事業     の義務

Å補助事業を完 した日の する年度の  後を 回として、以  年
間、補助事業に  事業  の  を事業   ・ 的     

  により  してください。

Å事業   等の報告から、賃上げ要件 の補助対象事業の要件を 

成できていないと認められる場合には、 付された補助金額を上限として、
補助金の  を求めます。

    の  

Å補助金支 い以 も、会計検査 や事務 等が実 検査に入ることが

あります。この検査の結果、 付規程に基づき補助金の     の
  がなされた場合は、必ず  てください。また、   に対す   
       の  は、  した時 で交付決定を取り消します。

補助事業
完 年度 1年後 2年後 5年後

事業   等の報告が行 れない場合や
虚偽の 値が報告された場合

交付決定を取り消し、補助金の   を求めます

3年後 4年後

第 回
  

第 回
  

第 回
  

第 回
  

第3回
  

第 回
  

実 検査では、
必ず   の  に い、
  に  してください
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事業計 期 
（事業   
  期 ）

（2/3）

  処 の制 

Å 分 限 産を 分 限期間内に 分（補助金の 付の目
的に反する使用、譲渡、  、 付、 保に供する 分、  
等）しようとするときは、事 に事務局の 認を  てください。
残存簿価相 額又は譲渡額等により、  処 制   に 
 補助金 を  に 付してください。

なお、事業計 期 中に   補助対象外とな 事業者  
企業への事業  に いて  補助金の交付の目的に す 
使用 に  するのでご注意ください。

Å 分 限 産である  等に対して、以下の行為は認められません。

 的   の  

Å補助事業において 生した 的   の  は補助事業者に  し
ます。

Å   な の担保 を 定すること
Åただし、補助事業 行のための必要な 金  を
す 場合に り、担保  行時に 付をす こと
を 件に認められます。必ず、事前に事務局の 
認を受けてください。

Å    の 定を行うこと
Å    が 定されている  に、補助事業によ
り  を新 する場合、     定契約におい
て、処 制   とな 建物 に対す  加担
保    を定め ことは認められま  。

処 制   
（補助事業により取 した 産のう 、
取 価 又は効用の増加価 が

 価50  （  き）以上の機 、
 具及び の他の 産）
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事業計 期 
（事業   
  期 ）

（3/3）

     への  義務

Å    に す 取 を進める観 から、採 にかか 
らず、事務 及び中小機 からの求めに応じて、  
  供   補助金に  す   にご  いただ

きます。
̞ 「    （        -                   ：  に基づく

 策  ）」とは、 策の企画を の場限りの   ー に るの
ではなく、 策目的を明確 したうえで合理的  （ ビ ン
ス）に基づくものとすること。

Å申請時に提出された情報は、    が特定されな
いように処 した上で  する場合があります。なお、
補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成 
発 、事例 の作成 への  を  す 場合が
あります。

Å事業   報告書等の内容から 金融機関、外部
支援者の         を  し、 支援  ご
とに、 の  を  する場合がございます。

処 制 期 

  処 の制 

Å 分 限 産の 分を 限する期間は、 価    の 用   
に す   （昭和40年大   第15号）を準用します。

事業計画期間  後であっても

 定 用  を  す までは処 に制 が されます
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1-8-2. 補助対象外事業 

以下に  する事業を実施する場合には、補助金 付 補者として対象外となります。 

採択された場合であっても、以下に  すると判明した場合は、採択取 ・ 付 定取 となりますのでご注意ください。 

 

補助対象外
事業
 1/4 

וֹ  ḭךּ
ḭ ︣

外注・委託企画のみ

 ṇ ṕ ︡ ︣
Ṗּצ ︡ ךּ

 ︣ ḭ
צּ ︡ ךּ

̞ ḭ צּ ︡ ךּ ḭ
פּ ︡ ḭ

ḱ ︡ ︡ ︣ Ḯ

ךּ  ךּ

ṕ Ṗ

טּ  ḭ ḱ צּ
ךּ ךּ

 募集
 入会

会  ビジ ス

申請者

申請者       

      

 者
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補助対象外
事業
 2/4 

 ︡ ḱ ︡ ḭ
￼ḭ אל לּ
̞ ṇ צּ ךּ ḭ ṇ צּ

︣ ḭֿכ Ḯ

 入   

 ể ṕ ḭ ḭ Ṗ

ḱ ︡ ︡
ḭ ךּ 1

ḱ טּצּ ḭ
ךּצּ ḭ

2 3 ︣ טּ

 ︡ ︣ כֿ ḭ
אל לּ

 ︣

 ︣ ︣ טּצּ
פּ טּ

 ︣ ṕ
23 122Ṗ Ễ

 ︣ ṕ 3

77Ṗ Ễ ︣
טּצּ ṇ

第 者申請者
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補助対象外
事業
 3/4 

ú

 一事業者が 回の公募で
  申請を行っている事業

本補助金に提出された
他の法 ・事業者と  
 は  した  の事業

ḱ ︡
︡ ḭ

וֹ וֹ ךּ
︡ ךּ טּצּ ︣

ú פּ

間   を問 ず国（  行 法 等を含む）が
 定の目的のために支出する

   は  の の補助金、助成金、    と
  の補助対象  を含む事業

公的  保 ・  保 からの
    ・    、 定価  取制  との
重 を含む事業及び 一又は  した内容の事業

כֿ וֹ ︡ ךּ
טּצּ פּפּ ￼

אל ךּ ךּ ḭ ︡
︣

ú צּ ︣ ṕ
ḭ ḭ

Ṗ

中小機 および事務 にて
不        の 認を行います

申請者

申請者
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補助対象外
事業
 4/4 

ú ︡ צּ

ú ḱ תּ ךּ

ú

第 者申請者
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1-8-3.   回申請について 

 

 

  

1回の公募につき

 申請まで

Å 一事業者での応募は、 回の 募につき 申請に限ります。

Å  の事業を計画している場合は 、事業計画書中に  の事業の 
 を  して申請す ことが可能です。 の場合でも つの事業計  
として申請を 付 、審査を行います。

Åみなし 一事業者 ẑ の応募も、 回の 募につき 申請に限ります。

Å  の公募回で本補助金の補助金 付 補者として 不採択とな た
事業者は、事業計画の  しを行った上で 申請す ことが可能です。

 の公募回で

 申請可能
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※  なし  事業者 について 

以下に  する事業者は 一事業者とみなし、申請できるのはいずれか 1社からのみとします。 

 

   が  決  の   以上を

有する   が  する場合は、 一事業者とみなし、

申請でき のはいずれ   の 

   が    す 場合   が 決 を す 場合

  に   が   の 決 の   以上を す 場合
  会社とひ 会社等も 様 

3

  

  
    

 

 

 
    

    
 

以下のようなケースも 様です。

 

  要   ・    
が  場合

   的支 者 
が  場合

   者 ・    
が  場合

  

上記に  しない場合でも、
下記に  する場合は 一事業者とみなします。

  

  者

 要  

  的支 者

  

  
  

 なし  
事業者
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！ 

 ̧ 配偶者・親子および の他生計を 一にしている者はす て 一として取り います 

 ̧   に 付 定を受けた  事業主が  した法 についても 様の取 いとします 

 ̧ 本補助金を受け取ることを目的に、主要 主や出資比率を変更し、申請することも 

認められません 
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1-8-4.  携体申請について 

 
 

  

    者まで
  して申請することが  

Å補助事業に取り組むにあたって、申請時に 携体を 成す す ての事
業者が必要不可 で  ことを  す 必要が ります。
ẑ  の必要不  性が認められない場合は不採択となります。

Å  体を 成するす ての事業者の取り  を  事業計 を つ 
定す 必要が ります。

Å新事業進出要件を含む補助対象事業の要件は、  申請者 よ  
携体 成  れ れの者が要件を たすことが必要です。
ẑ  体の中に要件を満たさない事業者がいた場合は不採択となります。

Å金融  要件については、金融機関等から資金提供を受けて補助事
業を実施する事業者が  体に含まれる場合は、  事業者の れ 
れにて、  体全体で策定される事業計  について金融   の 
認を  てい 必要が ります。

Å賃上げ特例の 用  は、  申請者および  体 成 の 者ご
とに活用す    をご  いただ ます。

Å加 項目については、  体を 成する事業者の半 以上が 件に 
 す 場合に り加 されます。

Å補助金 付 補者として採択された場合は、  申請者 よ  携体
 成 す ての事業者が  に交付決定を  、補助事業を実施す
る必要があります。また、補助事業完 後の補助事業     の 
出 補助金 の 定な の    について 、  申請者 よ  
携体 成 す ての事業者が  に  す ことが必要となります。

Å なし  事業者  が 携す 計 は、重 申請にあたり、補助金
 付 補者として不採択となります。

 携体申請
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1-8-5.  合特例について 

  

対象となる組合は、 成 のう 本補助金の対象となる事業者 以下「対
象組合 」 の に1/2を じた または10のう いずれか小さい を基 と
して、  基 となる対象 合 の 業  に応 た補助上  を  
上げた を補助上  とす ことが出 ます。

 合特例

   
 いずれか小さい  

対象 合  の

 /     

対象とな  合
 業組合 事業  組合及び事業  小組合 びに  組合 合会 
水産加 業  組合及び水産加 業  組合 合会   組合及び

  組合 合会      組合及び     組合 合会 生  生
 業組合及び生  生 業小組合 びに生  生 業組合 合会 

内   組合及び内   組合 合会     組合

 合特例によ 補助上  の計 例
 例1  対象組合  が16者の場合
 例2  対象組合  が32者の場合

対象組合 の内  者 補助金上限額
    

 業  
   例 例 

842 500 20

844 00021 50

845 50051 100

847 000101 

32 1/2 16     16 1/2    10   

7 000   5 500  

      
7 000   5 500  

    
 合特例の

補助上     

Å申請する組合が賃上げ特例の 用を   場合は、  基 となる対
象組合 の 業  に応じた補助上   上げ の補助上  を
  上げた が補助上  となります。

Å た  成 が ら の事業を  してい 事業者で  ことおよび 
合 の のが 合 のための 事業を行う者で  ことが必要です。

Å申請時に以下の提出が必要です。 ẑ1 2は 成 ごと 

  事業者 、  金 よ  業  がわ      算書・労働者名簿等  

   ら の事業を  してい ことを す       ・ ン  ットのリンク等  

3  合が 事業を  してい ことを す        ・ ン  ットのリンク等  

   補助事業に取り  ことについて、  の 決を てい ことが 認でき   
 ẑ 付申請時 

* 組合 のものが組合 のための金融  の提供、組合 の事業の  、    ・経   ・教 ・情報提供、
検査以外の実事業を行う者であることが必要
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1-8-6.      との  申請について 

 
 

  

リース会社と  申請をする場合は、機   ・システム  費について、
リース会社に支 うリース料から補助金相 分が 額されることなどを条件に、
   用について     を対象に補助金を交付す ことが可能です。
ẑこの場合の 入費用については、補助事業実施期間中に要する経費に限られません。
ẑリース会社は1つの  申請につき 1社とし、適用する補助上限額、補助率は中小企業
等のものと 様となります。

     との
  申請

申請の 件

ẑ以下の条件をす て満たす必要があります。

公 社 法 リース事業 会が確認した        計   を事務局に 出
する必要があります。
ẑ しくは、リース契約の締結を検討しているリース会社または公 社 法 リース事業 会にお問い
合 せください。

対象となるリース取引は、   イ   ・   取 に ります 。

対象となる経費は、     が 械装 ・シ テムの   に支 うこれらの 
  用に ります 。
ẑ中小企業等がリース会社に支 うリース料 のものについては補助対象外となります。

 入する機   ・システム等の    りの取 については、中小企業 が  
する必要があります。

取 する 産については、通常の補助事業により取 した 産と 様に、 分に
 限が されますので、  の事情がない場合には    期 は処 制 期 を
  期 とな よう 定 してください。
ẑ 分 限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて公 社 法 リース事業 会
が確認した「リース料  計算書」を事務 に提出する必要があります。

 分を行う場合には、 の他の補助事業により取 した 産と 様に、事前に事
務 の 認を受けなければならず、残存簿価相 額または譲渡額等により、   
処 制   に  補助金 を  に 付 する必要があります。

  申請をした中小企業等が、 付 定取 や補助対象要件の 達成により、
補助金  の対象となった場合、      に交付されてい 補助金については、
      らの  を求めます 。

リース会社に対しては、  な   取 を行うことについての       取 
に      の 出を求めます。

          取 や    取 は本ス ームの対象外です。

本ス ームを 用する場合のリース会社については、 回の公募回で 申請でき 件
 や、通算の補助金 付 補者として 採択・交付決定を   回 の制 は 
りま  。

    は   には  ま  。なお、  の取 においてリース会社を 用す
る場合は、建物取  は 補助金の対象とはなりま  。
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2. 補助金申請の 体像 

2-1. 新事業進出補助金の 体像 

新事業進出補助金の申請に る全体の流れは以下のとおりです。 

 

新事業進出補助金申請の 体像

事業   
  

応募申請
Å新事業進出に取り組む計画を提出し、本補助金の対象事業として応募
する  きです。

採択発 

Å事務 にて  な審査を行い、補助金 付 補者を採択します。

Å申請者は採択結果通 が くのを  ます。

交付申請
Å採択された申請者が、本補助金の 付 定を受けるための  きです。

補助事業
  

Å 付審査を経て 定した内容につき、 定された期限までに補助事業を
実施します。

Å事務 から  があった場合は、  報告を行います。

    
Å補助事業が完 したら、30日以内または補助事業実施期間の  日
までに、実 報告書や の  となる書 等を提出します。

   請求
Å補助事業の確定検査を受け、補助金額確定通 書を受 後、 算 
いの請求を行います。

Å補助事業完 年度の  後を 回として、 年度以  年間、  
1年間の補助事業に る事業  びに付加価値額  等を報告します。

交付決定
Å事務 にて経費等の内容を 査し、 付額を 定します。

Å申請者は 付 定通 が くのを  ます。

補助金交付
Å事務 から補助金が り まれます。
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2-2. 応募申請の作業の流れ 

応募申請の作業の流れは以下のとおりです。 

申請の事前に必要な作業は、申請者ご  にてご対応ください。 

 

  

応募申請

応募申請の作業の流れ

事業計 
の  

Å 社の  分 を行い、 社の  を いた事業計画を検
討します。

Å事業計画テンプ ートを用いて申請内容の準 を行っていただ
くと、電子申請の受付開始後、  に  きいただけます。

補助金  
の 認

Å本補助金サイトから公募要 等の内容を確認し、補助金の
  や、申請しようとしている事業が補助対象となるか等を確
認します。

支援   
に  

Å必要に応じて、認定支援機関を含む外部支援者等から
ア  イスをもらい、事業計画をブラッシュアップします。

応募申請

Å電子申請システムから応募申請を作成し、事務 に提出しま
す。
ẑ必ず申請者  にて、入 した内容を理解したうえで申請する必要が
あります。
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補助金情報の確認や、提出書 様 をダ ンロー する際には、本補助金ホームページをご確認く

ださい。 

 

             

電子申請システムのご 用には、「G ビ  D プライムア  ント」が必要です。 

事前にG ビ  D サイトから「G ビ  D を作成」ください。 

 

 

             

 ̧ 本補助金では、事業計画等を外部有識者からなる審査委 会が審査・評価し、補助金 

付 補者を採択します 

 ̧ 補助対象者・補助対象事業にあてはまらない等公募要 に沿 ない場合や、申請内容に不

 がある場合などは審査対象とならず、不採択となりますので、申請前に必ずご確認ください 

 ̧ なお、採択結果についての理 開 及び異議申 は一切受け付けておりません 

   

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
https://gbiz-id.go.jp/
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添付   

以下を参考に必要な書 を準 し、応募申請時に添付してください。 

 
 

*1   事業主の場合 

（青色申告の場合）青色申告 算書における損 計算書、損 計算書の内 、  対照 （4 ページす て） 

※  簿記の場合は、損 計算書（1 ページ目）、  対照 （4 ページ目） 

（白色申告の場合） 支内 書 

*2 2 年分の 算書等を提出できる場合には添付必須 

*3 公募要 の 1 新事業進出要件＞③新事業 上高要件＞ ⅱ を満たすことをもって申請を行う場合には添付必須 

*4  -  x による申告の場合には、 -  x の ッセージ ックスに  される「受信通 」、「電子申請等 明書」等、申告の日時・受付 

番号が記載されている書 の添付必須 

*5 「  事業を行っていることを説明する書 」に申告の日時・受付番号が記載されていない場合には、申告  に応じて添付必須 

*6 「事業計画テンプ ート」の添付資料一覧に記載の、事業計画に関 する添付書 は添付任意 

  

 性 必 / 意
添付    区  

    

必 前年度の 算書決    
1

必   
前々年度の 算書

2

必  3
  の 算において 上高10  以上で
あり、新事業進出を行う部 の 上高が
3  以上であることが分かる書 

3

必 労働基準法に基づく労働者名簿の し 業  を す  4

 必   の確定申告書  一及び法 事業
概 説明書の え

  事業を行 てい 
ことを  す   

5

必    の確定申告書第一 及び所  青色
申告 算書の え 白色申告の場合は  
の確定申告書第一 及び 支内 書の
 え 

6

必   
   明書等  の２所 金額用・事業所
 金額の記載のあるもの   7

 意  
事業計画書事業計  

8
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 ̧ 添付書 の  は「添付書 確認シート」をご確認ください。 

 ̧ 「添付書 確認シート」は、本補助金ホームページの資料ダ ンロー ページ ※リンク集参照 

からダ ンロー できます。 

 

  

 性 必 / 意
添付    区  

    

必 金融機関による確認書 金融    ら 金 供
を   場合 

金融  によ  認 
9

必 リース料  計画書      と  申請す 
場合 

       

10

必 リース取引に る 約書
11

 必 事業 生支援を受けた支援機関等による
確認書

   事業者加 を  す
 場合 

  事業者で  ことを
  す   

12

 必 組合 例申請者  の事業実施書 
・組合 例事業者 申請者  が らかの
事業を実施していることを する書 

  合特例を申請す 場合 

 合    13

 必 組合 例の資本金  業  を する書 
・ 算書 労働者名簿 等14

 必 組合 例事業者の事業実施書 
・組合が らかの事業を実施していることを
 する書 

15

 必  定事業者の一部であることを する書 
・業   業   資本金が記載された
 成 名簿

 特定事業者の 部に  
す 場合 

特定事業者    
16
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事業計  作成の概要 

事業計画は、以下の項目について電子申請システムに入 する必要があります。 

 
 

             

 ̧ 事業計画は「事業計画テンプ ート」を使用して作成してください。 

 ̧ 「事業計画テンプ ート」は、本補助金ホームページの資料ダ ンロー ページ ※リンク集参照 

からダ ンロー してご 用ください。 

  事業の  
申請者の概要

  事業の  

 

補助事業の
 体的取   

新 事業の  ・目的

新事業進出  への  性

 

 携体の必要性
＜  体申請の場合のみ＞

  申請者及び  体 成  れ れについて

補助事業に     

必要不可 で    

3

    新 事業を  す ことの必要性     分 を実施  

新 事業の
新市場性・
高付加価値性

＜ と は 択 ＞

新市場性

高付加価値性

 

新 事業の
   

新 事業の  性

 合  

 

事業の
  可能性

     ケジュ  

事業  体制

 

 的補助の必要性

 が補助す   的な  が  事業で    任意 

   サ  イ    のイ   シ  に  し  事業で 
   任意 

自   で  に事業を  でき  のではないことの  

 

   
 3         の加  目に  されてい 事 に  す
   任意 

  の    によ   の   任意 

 

補助対象
 定  

  の  、  、取  定価  

補助対象とす  定のす ての  が必要不可 で    

  

  計 

補助事業の事業    

補助対象要件への  性

   な賃上げ計 の  性
＜ 上  例の適用を  する事業者のみ＞
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  の事業計 を申請す  の    

＜前提＞ 

 ̧   の事業計画を 1 つの申請で提出する場合、事業計 に対して 新市場性 または 高付加価値性 の 

いずれ を 択する必要があります 事業ごとに 択することは不   

 ̧ 補助対象とする  や  等について、  事業で使用しな れば  事業に いて  で使用す ことが 

可能です 

 ̧  上 等の条件や義務は、  事業 ての 業   補助対象  に   ものとします 

 

＜電子申請システムでの対応＞ 

 ̧ 電子申請システムに入 する際は、入 欄を追加    することができないため、   欄の制 文字  

以 で  事業計 に す   を  してください 

 ̧  の際、 れ れの事業計画を識 できるよう、 入 欄において ①：○○、②：○○、、、 のように 

箇  きで番号を付 てください 

 ̧  択  の入 項目については、補助金交付申請 が  高い事業計 について 択してください 

 

＜事業計画テンプ ートでの対応＞ 

 ̧ 事業計画ごとに 択する必要がある以下 3 つの項目については、事業計 テ     の   目を 

事業計 の だ   ・  の上、添付してください 

ü   章：11.補助事業の具体的取組内容 

Õ   項目：新規事業の業  

ü   章：14. 新規事業の新 場性・高付加価値性 

Õ   項目：補助事業で取り組む新規事業の 場における位 づけ 

ü   章：16.事業の実   性 

Õ   項目：事業実施体 の検討   

 

！ 
  の事業計 は つの補助事業として  され ため、採択 はいずれの事業  

  す 必要が りますのでご注意ください 
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2-3.   申請シ テムの応募申請 テ   

電子申請システムの、応募申請提出までの申請ステップを以下に します。 

 ステップの   順は、  、電子申請システム操作  ュアルをご参照ください。 

 
 

             操作 順の  は、「電子申請システム操作  ュアル」 ※リンク集参照 をご確認ください。 

  申請シ テムの申請 テ  

申請者 事務局

 ビ   
     作成

   

  申請シ テム
  イ 

   

申請の作成・ 出

  3

  ・採択

採択  の 認

   

：操作  ュアルの  章
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3.   概要 

3-1.      

書面審査は、以下の観 で実施します。 

 
 

             
新規事業の新 場性・高付加価値性の考え については、 度補足資料の「新 場・高付加価

値事業の考え 」 ※リンク集参照 をご確認ください。 

  

   目
 1/3 

補助対象事業としての  性
本公募要 に記載する補助対象者、補助対象事業の要件、補助対
象事業等を満たすか。
ẑ満たさない場合は補助対象外として不採択となります。

補助事業により高い付加価値の 出 賃上げを  す 目 値が 
定されており、かつ の目 値の  可能性が高い事業計 となってい
るか。

新 事業の新市場性・高付加価値性
補助事業で取り組む新規事業により  又は提供（以下「  等」と
いう。）する、  又は   しくはサービス（以下「新  等」とい
う。）のジ ンル・分 の、  に     的な    認  が低
い のであるか。

Å新  等の するジ ンル・分 は  に区 されているか。

Å新  等の するジ ンル・分 の  に     的な  
  認  が低い のであるか。 れらを 付    的な
   ・ 計等が されているか。

 一のジ ンル・分 の中で、  新  等が、高水準の高付加価値
 ・高価  を図るものであるか。

Å新  等のジ ンル・分 における  的な付加価値  場価
 が  ・  されているか

Å新  等のジ ンル・分 における一 的な付加価値や相場価
 と比較して、 社が  等する新  等が、高水準の高付加
価値 ・高価  を図るものであるか。高付加価値 ・高価 
 の  とな 価値・  の  がなされており、 れが  な
ものであるか。

ẑ補助事業で取り組む事業の内容が、 新事業進出 針に基づく  事業者に
とっての新規事業であることを前提 に、新  等のジ ンル・分 における一 的な
付加価値等と比較して、高水準の高付加価値 を図るものであることを求めます。
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新市場性・高付加価値性の  方 

 
 

  

補助事業で取り組む新規事業の「新 場性」および「高付加価値性」について審査します。

事業計 

新市場性 高付加価値性

補助事業で取り組む新規事業が
「新 場」であるか 

補助事業で取り組む新規事業が
「高付加価値事業」であるか 

対象

対象外

対象

対象

ẑ上記の図はあくまで審査のイ ージを分かりやすく したものです。
実際の審査は、外部審査 による採 を行い、他の審査項目との 合的な評価により補助金 付 補者を採択します。
上記で「対象」となるケースでも、不採択となる  性は 分にありますので、ご 意ください。
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   目
 2/3 

新 事業の   
補助事業で取り組む新規事業が、 社がアプロー   な  の中で、
  的に 上・  を 保できるだけの 場規模を有しているか。成 
が  まれ 市場か。

 合分 を実施した上で、     を基に、 合他社と比較して、自
 に  な  性を  す    が  か。

Å    ・サービスを含め、  す  合が  に取  択さ
れた上で、  的に  されているか。

Å   ー を まえ、 合他社と比較して のような で自 が
  で   、   でき  が ら か。

 上・ 下への経  及効果が大きい事業や社会的イン ラを う事
業、新たな雇用を生み出す事業など、 が補助す   的な  があ
る事業はより高く評価。

補助事業として 用対  （補助金の 入額に対して増額が 定さ
れる付加価値額の規模、生産性の向上、 の実 性、事業の   
 性等）が高いか。

先 的な ジ ル  の 用、新しいビジ ス  ルの  等を通じて、
   サ  イ    のイ   シ  に  し  事業か。

国からの補助がなくとも、自   で  に事業を  でき  のでは
ないか。

事業の  可能性
事業 に向けて、中長期での補助事業の  を  できているか。また、
事業 に  までの 行方 、 ケジュ     の 決方 が 
  つ  か。

最 の 務  等から、補助事業を  に 行できると期 できるか。
金融機関等からの  な 金の  が  めるか。
ẑ  の事業者が  して申請する場合は  体 者の 務  等も考 します。

事業経費や補助対象経費が に事業目的の達成のために必要な額か。

補助事業を適切に 行し る体制（  、事務処 能  ）を 
保出 ているか。第 者に  に  している事業ではないか。  な
   を行 てい な     の 保が  な  となっていない
か。
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   目
 3/3 

   
経 社会の変 （関 による 産業への  等を含む）に い、 
後より市場の成    性の向上が  まれ   に進出することを
通じて、    の   換を促すことに資するか。
ẑ 国関 の  を受けている事業者については加 を行います。

先 的な ジ ル  の 用、低    の 用、経 社会にとって
 に重要な  の 用、新しいビジ ス  ルの  等を通じて、 が
 の  成 ・イ   シ  を  し るか。

 ッ 分 において、適切な ーケテ ン 、  性の高い  ・サービス
開 、  な 質 理などにより   を行い、     市場で 
   の  を く  性を有しているか。

  の 性を かして高い付加価値を 出し、  の事業者等に対す
る経 的 及効果を及 すことにより、   な 用の 出や  の
  成 （      らの   を  ）を  する事業となる
ことが期 できるか。
ẑ以下に 定されている事業者や 認を受けた計画がある事業者は審査で考 いた
します。
・      引企業
・      資 進法に基づく  経  引事業計画

   な賃上げ計 の  性
  上  例の適用を  する事業者に限る 

   な賃上げの取組内容が具体的に されており、 の記載内容や
算出  が  なものとなっているか。

一時的な 上 の計画となっておらず、  に たり、  的に  の
 加 を 件 に  しているか。
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加  目 

以下の項目を満たす事業者については、審査で一定程度の加 を実施します。 

なお、加 項目は応募締切日時 で満たしている必要があります 

  

加  目

     シ      加 
「 ート ーシップ   言」ポー ルサイトにおいて 
言を公 している事業者

く   加 
   法に基づく認定   イく   、く   又は 
   く   のいずれかの認定 を受けた事業者

       加 
       の ッ 大会に出場した事業者

        加 
            に認定されている事業者

      認 制 加 
      認 制 の認 を取 している事業者

   し加 
 性   進法に基づく認定    し  3  又
は       しのいずれかの認定 を受けた事業者

成 加       サ ビ 加 
成 加      サ ビ において会   を行い、
    を  している事業者

  事業者加 
中小企業活性    等から支援を受けており、以
下のいずれかに  している事業者

Å  計 等を「 定中」の者

Å  計 等を「 定 」かつ応募締切日から遡って
  以 に  計  が成 等した者

特定事業者加 
公募要 「2. 補助対象者 3 特定事業者の 部 に
  する事業者
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   目 

以下に  する事業者については、審査で一定程度の  を実施します。 

 
 

  

加  目要件  事業者
中小企業 が所 する補助金において、賃上げに す 加 を受けたうえ
で採択されたにもかか らず、申請した加 項目要件を達成できなかった場
合は、事業   報告等において  が  されて ら    の 、本
補助金への申請にあたっては、  や  等で事業において しい損 を
受けたなどの  な  が認められない り  に  を行います。

    の 制
 申請者が事業計画策定時に実施した 場分 は、事業計画策定時の

情報を に実施されたものであり、    ・市場の  や新たに行われ 
  の事業によ   によって、実際に申請者が事業を実施する  にお
いては、申請者の  性が消 している  性もあります。

したがって、 定の期間に、  のテ  ・   に す 申請が 中して
なされている場合には、一時的流行による     発の れがあるため、

    を行います。   資と判断された申請に関しては、事業計画書
に記載されている 場分 のとおりに事業を  す ことが  であると考
えられるため、  な  を実施します。

 の補助事業の事業 が進 していない事業者
  に以下の補助金を受 している場合、  補助金による補助事業の、
  の事業   報告等における事業   が   以 である場合
は、  を行います。

Å新事業進出補助金

Å事業   補助金

Åものづくり補助金

   目
 1/2 

    事業   とは
  対象

第   

  の  、
又はサービスの
提供に関する
  等を行って
いる。

第   

注  契約 が
取れている。

第3  

  が1つ以上
  されている、
又はサービスが1
回以上提供さ
れている。

第   

  的に  ・
提供実 はあ
るが  は上
がっていない。

第   

  的に  ・
提供実 があり
  が上がって
いる。
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               項目④の  については、「新事業進出 針の 引き」 ※リンク集参照 をご確認ください。 

 

  

 新事業進出  の  き の 3     の新 
性要件 の 3    評価が低くな 例 に  す 場合
 3-5. 評価が低くなる例 

中小企業による大胆な新事業進出を支援する観 から、下記のような事例
は相対的に評価が低くなる場合があります。

Å事業者の事業実 に照らして容 に  等が  な新  等を  
等する場合

Å既存の  等に容 な改変を加えた新  等を  等する場合

Å既存の  等を に組み合 せて新  等を  等する場合

   目
 2/2 
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3-2. 口頭   

口頭審査は、一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行います。 

口頭審査の対象となった場合、事務 から受験日時の予約 内を ールにて行います。 

 

！ 口頭審査の対象になったにも関 らず、受験がなかった場合は不採択となります。 

 

 

本補助金に申請された事業計画について、

事業の  性、  性、  可能性、  可能性
等の観 について審査いたします。

    

  方 

ṕ    Ṗ ךּ ︡ ︣Ḯ
   ︡ ︣Ḯ

   ︣Ḯ
︡ ︣ ḭ פּ 

פֿ שּ Ḯךּאל

︡ ךּ ḭקּ
ṕ Ṗ ṕ ךּ
צּ קּ Ṗ ︡ ךּ קּ ︣Ḯ

ךּ ︡ ︣ṕ ︡
︣ כֿ טּ ḮṖ

ךּ
︡ ︣ ḭ קּ פֿ

שּ Ḯךּאל

ṕ Ṗּצ ︡
שּ Ḯךּאל ךּףּ צּ ךּ
ḭ ḭ ḭ

Ḯ צּ
טּצּ ︣Ḯ
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事 にご準 
いただく の

 意事 

︡ ṇ אל   
ṕ ṇ צּ אל

ךּ Ṗ

קּ
ṕ ḭ ṇ ḭ ṇ ṇ

Ṗ

ḭ ︡
ṕ ṇ Ḯ
Ḯ ḭ צּ
ḭ צּ ךּ לּ ︡ שּ
ḮṖךּאל

שּ︡   וֹ    ḭ ḭ
ṇ ṇṕ ḭ

Ṗ

 定日時になっても審査が開始できない場合（申請事
業者 の  不 等によるもの等）や審査 日に本 
確認が出 ない場合、審査対応者以外の  等が確認

された場合などは、申請を  したものとみなし、不採択と
いたします。

口頭審査中の申請者からの質問は    付 ま  。

審査対応者が申請事業者  でないことが判明した場
合は、不採択 しくは採択・交付決定の取消、補助金 
 の対象となります。

公平・公 な審査を行う観 から、     事務局は
   を  にして審査します。

公平性の観 から、口頭  の  を 者に口外す 
ことは  します。口頭審査の内容を他者に口外したこと
が判明した場合は、不採択 しくは採択・交付決定の取

消、補助金  の対象となります。

口頭審査の対象となる基準や審査の内容に関するお問い
合 せについては、   いたし  ます
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 問合   

 
 

             

上記お問合せ先の    は以下の通りです。 

① よくあるご質問をまとめた   Q 

② 電子申請システム操作  ュアル ※リンク集参照  

③  ール ック予約システム 

④ トラブル等通報窓口（専用  ーム） 

 

  

 問合  

電子申請システムの操作 法は、
 申請シ テム 作  ュ   
をご 認ください。

本補助金ホームページに、よくある
ご質問をまとめた    を  して
 ります ので、本 イ と せて
ご参照ください。

上記参照の上、ご  の は
         シ テム にて
 時  ください。 ールセン ー
からお電 差し上 ます。

 ールセン ー  の不適切な
対応があった場合や、不  用
等の内部告 を行う場合、
         口 （ 用
   ム）までご  ください。

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/faq
https://shinjigyou.resv.jp/reserve/calendar.php?x=1747393823
https://www17.webcas.net/form/pub/shinjigyou/tsuhou
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# 資料名等     

1 

本補助金ホームページ 

 資料ダ ンロー  

ページ  

http :// h  j    u- h   hut u.   j.  .jp/          

2 新事業進出 針 
http :// h  j    u-

 h   hut u.   j.  .jp/    / h  j    u_ h  h  .p f 

3 
新事業進出 針の 

引き 

http :// h  j    u-

 h   hut u.   j.  .jp/    / h  j    u_ h  h  _t     .p f 

4 
新 場・高付加価値

事業の考え  

http :// h  j    u-

 h   hut u.   j.  .jp/    / h  j    u_ h    j  _  ufu     h .p f 

5 公募要  第 3回  
http :// h  j    u-

 h   hut u.   j.  .jp/    / h  j    u_  u  _3.p f  

6 
電子申請システム操作

  ュアル 

http :// h  j    u-

 h   hut u.   j.  .jp/    / h  j    u_ u  _   u  _3.p f  

 

 

  

https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/downloads
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shishin.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shishin.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shishin_tebiki.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shishin_tebiki.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shinsijyo_koufukakachi.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_shinsijyo_koufukakachi.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo_3.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_koubo_3.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_oubo_manual_3.pdf
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/docs/shinjigyou_oubo_manual_3.pdf
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